
 農業分野の方法論に基づくＪ－クレジットの取組（1/2）（合計11件） 
バイオ炭の農地施用①

貯留

固液分離
敷料として利用

（強制発酵）
固体分

貯留 畑散布
液体

（株）ファームノートデーリィプラットフォーム（令和４年9月登録）

糞・尿（スラリー）

畑散布（別途、敷料を購入）

家畜排せつ物（固体分）の処理方法を「貯留」から「強制発酵」に変更するこ 
とで、メタン排出量を削減。

牛・豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌

味の素(株)

物流の流れ 
クレジットの流れ

（飼料用アミノ酸）

明治グループ
明治HD(株)

(株)明治、明治飼糧(株)

乳用牛にアミノ酸バランス改善飼料を給餌することにより、排せつ物管理からの一酸化 
二窒素排出量を抑制。

（株）味の素（令和５年３月登録）
家畜排せつ物管理方法の変更

農業者 
農業団体

クルベジ 
協会

クレジット購入者

丸紅 
教育機関 
建設業 
運輸業 
製造業

等

プロジェクト参加 
申込

販売代金 
按分額

総代理店

丸紅
クレジット

販売代金

（一社）日本クルベジ協会（令和４年1月登録）
プロジェクト プロジェクト
実施者 管理者

クレジット

（株）TOWING（令和５年6月登録）

農業者 
農業団体

販売代金 
還元

プロジェクト参加申請

種苗会社/  
育苗委託先

クレジット宙炭
（そらたん）
（TOWINGが
管理・運営）

バイオ炭
（培養土として）

苗

販売代金
消費者 
企業

プログラム型プログラム型

「通常型」︓１つの工場・事業所等における削減活動を1つのプロジェクトとして登録する形態 ・「プログラム型」︓複数の削減活動を取りまとめ、一括でクレジットを創出する形態プログラム型通常型

通常型プログラム型

味の素株式会社プレスリリースより引用、一部加工

バイオ炭の農地施用②

他の購入者
販売代金

大気中のCO2由来の炭素を分解さ

バイオ炭
（土壌改良資材として）

れにくいバイオ炭として農地に貯留。

21



ｃ ︓複数の削減活動を取りまとめ、一括でクレジットを創出する形態プログラム型

事業者名 登録申請 事業者の概要 取組の特徴

クボタ 大地のいぶき 2023年５月
株式会社クボタが管理人を務め 
る団体

「クボタ 大地のいぶき」が運営・管理を実施し、営農支援システム「KSAS」や、ほ場水管理システム
「WATARAS」を導入している生産者のほか、全国の担い手農家、農業法人等の営農組織が参加。

Green Carbon株式会社 2023年５月
2019年12月に設立された環境 
コンサルタント

農家の申請の簡易化からクレジット販売までを実施するサービス「Agreen」にて管理。農家や連携企 
業等が参画する「稲作コンソーシアム」にて取りまとめ、環境に配慮したお米としてのブランディン 
グ・販売にも取り組む。

三菱商事株式会社 2023年５月 食品産業をはじめとして幅広い 
産業を事業領域とする総合商社

ウォーターセル株式会社の営農支援アプリ「アグリノート」等を利用する農業者等を取りまとめ、Ｊー 
クレジットの創出に加えて、プロジェクトを通じて生産された米の流通にも取り組む。

株式会社フェイガー 2023年７月
2022年7月に設立された環境 
コンサルタント

農林中央金庫を始めJAグループとの連携により、農家が参加しやすいプロジェクトを目指す。参加者は  
JAや農業法人協会等を通じて働きかけをした農業者等。

一般社団法人Co 2023年10月 2023年5月に設立された一橋 
大学発スタートアップ

SNSを活用して、営農支援システム「KSAS」を導入している者を含む、地域のキーパーソンとなる環 
境負荷低減に関心の高い若手農業者等にアプローチして取組を展開。

NTTコミュニケーション 
株式会社 2023年10月

長距離・国際通信事業を担う通 
信事業者

連携するヤンマーマルシェ株式会社が契約する農業者や、NTT Com提供のITセンサー「MIHARAS®」 
等を利用する農業者が参加。「MIHARAS®」の水位データはNTT Comが提供するアプリに自動的に連 
携して申請を簡素化する。

クレアトゥラ株式会社 2023年10月
2022年に設立されたCO2削減 
ソリューションプロバイダー

自治体や地域JAとの連携や個別に働きかけをした農業者等を対象に取組を展開。
カーボンクレジットの供給・取引実績のあるクレアトゥラ株式会社が、個々の取組の最終的な収益化ま 
でをサポート。

 農業分野の方法論に基づくＪ－クレジットの取組（2/2）（合計11件） 
水稲栽培における中干し期間の延長（７件）

プログラム型運営
・管理者

販売益の還元 モニタリング
データ等

会員
(農業生産者・団体)

クレジット クレジット

販売代金 購入者

中干しの期間を従来より１週間延 
長することで、水を張った状態で 
活発に働くメタン生成菌の働きを 
抑え、メタン発生量を削減。

利用されるシステム・アプリ（例）

営農支援システム
KSAS（クボタスマートアグリシステム）

水管理システム  
WATARAS
（ワタラス）

営農支援アプリ「アグリノート」

プログラム型

農業向けITセンサー  
MIHARAS®

（ミハラス）

（※）上記のプロジェクトは、全てプログラム型。
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環境負荷低減のクロスコンプライアンスの導入について

令 和 ６ 年 1 月
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政策手法のグリーン化
〇 みどりの食料システム戦略においては、政策手法のグリーン化の取組として、2030年までに持続可能な食料・農林水産業を行う 
者へ施策を集中することとしている。

〇 今後の基本法の見直し方向において、 各種支援の実施に当たり環境負荷低減への配慮を要件化し、先進的な環境負荷低減へ 
の取組移行と、これを下支えする農地周りの面的な共同活動を促進。

みどりの食料システム戦略（令和３年５月）（抜粋）

３ 本戦略の目指す姿と取組方向
（２）政策手法のグリーン化
① パリ協定やポスト2020生物多様性枠組への貢献 
も踏まえつつ、2030年までに施策の支援対象を持続 
可能な食料・農林水産業を行う者に集中していくこ 
とを目指す。（以下略）

② 補助金の拡充、環境負荷軽減メニューの充実、こ 

れらとセットでのクロスコンプライアンス要件の充実 

を図る。また、防除だけでなく「予防・予察」に

も重点を置いた 総合的病害虫管理等の推進により、
政策のグリーン化を進めるとともに、その継続的 

実施を検証する仕組みを検討する。

※ クロスコンプライアンスとは、各種の補助事業において、環境 

負荷低減に関する要件等を設定すること。

食料・農業・農村政策の新たな展開方向
（令和５年６月）（抜粋）

農業者、食品事業者、消費者等の関係者の連携の下、生 

産から加工、流通・販売まで食料システムの各段階で環境 

への負荷の低減を図ることが重要であることを踏まえ、環境 

と調和のとれた食料システムの確立を図っていく旨を、基本 

法に位置付ける。

その際、農業及び食品産業における環境への負荷の低 

減に向けて、みどりの食料システム法に基づいた取組促進 

を基本としつつ、

① 最低限行うべき環境負荷低減の取組を明らかにし、各種

支 援の実施に当たっても、そのことが環境に負荷を与えるこ

と にならないように配慮していく。

② 更に先進的な環境負荷低減への移行期の取組を重点的 

に後押しするとともに、これらの取組を下支えする農地

周りの雑草抑制等の共同活動を通じて面的な取組を促進す 

る仕組みを検討する。
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「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づく具体的な施策の内容
（令和５年１２月２７日 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部）（抜粋）

※①適正な施肥、②適正な防除、③エネルギーの節減、
④悪臭及び害虫の発生防止、⑤廃棄物の発生抑制、
循環利用・適正処分、⑥生物多様性への悪影響の防止、
⑦環境関係法令の遵守等
を各事業に合わせてチェックシートに反映。
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食料・農業・農村政策の新たな展開方向(令和５年６月２日) 具体的な施策の内容

② 更に先進的な環境負荷低減への移行期の取組を重点
的に後押しするとともに、これらの取組を下支えする
農地周りの雑草抑制等の共同活動を通じて面的な取組
を促進する仕組みを検討する。

③ 食料システム全体で環境負荷低減の取組を進めや
すくなるよう、以下の施策を講ずる。

ア）環境負荷低減の取組の「見える化」の推進
イ）脱炭素化の促進に向けたＪ－クレジット等の活用
ウ）食品事業者等の実需者との連携や消費者の理解の 

醸成

（２）先進的な環境負荷低減の取組の支援
クロスコンプライアンスによる最低限の取組よりも更に進んだ営農 

活動に対して支援を行う仕組みとして、令和７年度より次期対策 
期間が始まる環境保全型農業直接支払交付金及び多面的機能 
支払交付金について、有機農業の取組面積の拡大や環境負荷低 
減に係る地域ぐるみの活動の推進といった観点から、新たな仕組み 
を導入することを検討する。

その上で、令和９年度を目標に、みどりの食料システム法に基づ 
き環境負荷低減に取り組む農業者による先進的な営農活動を支
援する仕組みに移行することを検討する。

（３）食料システム全体での環境負荷低減の取組推進
食料システム全体で環境負荷低減の取組を進めやすくなるよう、 

以下の施策を進める。
① 環境負荷低減の「見える化」については、令和５年現在、23

品目で実施中であるが、畜産などの更なる品目の拡大、温室効 
果ガスの削減のほかに生物多様性指標の追加、ラベル表示の本 
格運用を行う。

② Ｊ-クレジットについては、牛消化管内発酵由来のメタンを削減 
する給飼方法など、農林水産分野で新たな方法論の策定及び 
取組を拡充する。また、農業者を取りまとめてクレジット化の手続
や販売等を行う事業者の取組の推進を図る。

③ 実需者との連携や消費者理解の醸成については、食料システ 
ムの各段階の関係者が参画する「あふの環プロジェクト」を通じて 
情報発信を行うとともに、有機農業については、地域で生産から 
消費まで有機農業に取り組む「オーガニックビレッジ」の拡大に加 
えて、産地と消費地を結ぶ取組を推進する。
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